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• 治療用装具に係る療養費は、「治療用装具の療養費支給基準について」（S36.7.24保発54号）において障害者
総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（H18.厚生労
働省告示528号）別表１「購入基準」中に定められた装具の価格を基準として算定することとされている。

• この「購入基準」は、支給額を算定する場合の基準であって、支給対象装具の範囲までも示したものではない。

• 最終的には、保険者判断により支給することが可能となっているが、償還の対象となるかどうか判断が分かれ
るケースが散見される。

• 療養費支給の対象となる治療用装具は、オーダーメイドで製作されたものが基本であるが、疾病または負傷の
治療遂行上必要な範囲のものであれば、既製品であっても保険者判断により療養費を支給することが可能と
なっている。

• 近年既製品に係る申請が増加しているが、「購入基準」はオーダーメイドを念頭に作られており、既製品に関す
る基準ではないことから、既製品に関しては、療養費の支給対象となるかどうかが特に曖昧になっている。

現状と背景

○ 療養費の支給に係る既製品の扱いについては、保険者の対応においても差があるとの指摘があり、一定の基
準を満たす既製品をリスト化することで、支給決定の円滑化に資することが期待される。

療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品をリスト化
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○ 以下の条件をすべて満たす既製品をリスト化の対象とする。

① 完成品であること

② 疾病または負傷の治療遂行上必要なものであること

③ オーダーメイドで製作した場合のものと同等もしくはそれに準ずる機能が得られるものと認めら

れるもの

リスト化の対象

リスト化に当たってのリスト化の対象及び基本的な考え方について

① 対象品目の追加や見直しを随時行っていく予定

② リスト収載された製品であっても、療養費としての最終的な支給の可否は、個々の患者の状況に応じて、
正当な利用目的、必要性の有無及び代替品の可否に鑑みて、保険者において判断する。

③ リスト収載されていない製品であっても、個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療養費としての
支給の可否を判断する。

＊ リスト収載されていない製品であっても、療養費としての支給対象とすることが適当と認められたものにつ
いては、今後随時専門委員会に諮り、リスト収載を行う予定。

④ リスト収載された製品については、適正な基準価格の設定のため、どのような方法が考えられるか、今後
検討。

基本的な考え方

①から③については、平成28年９月23日通知で明記

治 － ２
29．12．27
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○ 既製品リストに収載された治療用装具について、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」（平成28年9月23日保発0923第3号）
を令和4年3月17日に改正し、以下の設定方法により、基準価格を設定した。

＜既製品装具の基準価格の設定方法＞ （令和4年2月22日 治療用装具療養費検討専門委員会資料から抜粋）

１．基準価格
○ 基準価格については、「Ａ：オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格（※１）の0.52倍の額（技術料）と仕入価格
（※２）の1.3倍の額（製品価格）を合算した額」と「Ｂ：仕入価格（※２）の２倍の額」を比較し、低い額（ただし、下限を5,000円とす
る）を基準価格（上限）とする。
なお、基準価格は、10円単位で丸めることとする（四捨五入）。

※１ 「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第528号）の別表１の購入基準中の「ウ
基本価格」
※２ 厚生労働省が装具業者を対象として行う仕入価格の調査により算出した平均仕入価格（ただし、今回は、令和２年10月の日本義肢協
会の調査を活用）

２．消費税相当分の取扱い
○ 義肢装具士が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、オーダーメイドで製作される治療用装具と同様に、療養費として支給する額に
ついては、基準価格の100分の106に相当する額（円未満切り捨て）を基準として算定することとする。

○ 厚生労働省が上記通知による、基準価格を設定する際に使用する「仕入価格」の調査を実施するに当たっては、調査対象となる、既製品の治療用
装具に係る義肢装具メーカー等の名称、調査票送付のための連絡先等の情報を保有していないことから、日本義肢協会へ調査実施のための協力依頼
をすることとしてはどうか。

○ 調査開始となる本年度以降の価格調査について、新たにリスト収載の検討が必要とする予定の装具は、治療用装具に係る既製品のリスト化作業ス
ケジュールを基本としつつ、価格調査を行うこととしてはどうか。

○ 既にリスト収載されている既製品装具の価格調査については、療養費の改定年度に合わせて調査を行い、その調査結果を踏まえて基準価格の見直
しを検討する事を基本としてはどうか。

※基準価格は、治療用装具療養費検討専門委員会で審議のうえ、決定する。
※療養費の改定年度に合わせる場合（２年に１回／現在、R４年度改定が直近）、

令和４年度調査⇒令和５年度リスト反映、令和５年度調査⇒令和６年度リスト反映、令和７年度調査⇒令和８年度リスト反映
※本年度の調査においては、新たにリスト収載品目の検討を予定する装具に加え、既にリスト収載されている装具についても合わせて調査を
行うこととする。

既製品の治療用装具に係る実勢価格調査について（案） 治 － １
４．９．15

3



治療用装具に係る既製品のリスト化について（作業スケジュール・案）
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ① 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ② 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ③ 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ④ 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ⑤ 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ⑥ 参考
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